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医療法人海洋会 介護老人保健施設春風 

短期入所療養介護 

（介護予防短期入所療養介護） 

重要事項説明書 

 

1．目的及び運営方針 

（１）介護老人保健施設春風（以下、「春風ショートステイ」という。）は、介護保険法等関係法令 

に従った短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画に基づき、看護等の医学的管 

理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療と日常生活のお手伝い等の施設サービスを提 

供することで、利用者の能力に応じた日常生活を営むことができるとともに、居宅における 

生活を一日でも長く継続できるよう、在宅ケアを支援することを目的とします。 

（２）春風ショートステイは利用者の意思及び人格を尊重し、常にその立場に立って介護老人保健 

施設サービスを提供するように努めるものとします。 

（３）春風ショートステイは常に明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視し 

た運営を行い、市町村・居宅介護支援事業者・居宅サービス事業者、地域包括視線センター 

他の介護保険施設その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に 

努めるものとします。 

 

2．施設の概要 

法人種別・名称 医療法人海洋会 

代表者名 倉 光 正 幸 

施設の名称 介護老人保健施設春風 

施設長 長 濱 俊 一 

事業所番号 ４０５１１８０１０９ 

所在地・連絡先 〒８１９－０３７１ 

福岡市西区大字飯氏字都ケ浦２４３－１ 

TEL０９２－８０７－７０００ FAX０９２－８０７－８６６６ 

送迎範囲 福岡市（西区・早良区）、糸島市 

 

3．入所定員及び療養室 

定 員      １００名（うち認知症専門棟 ５０名） 

療 養 室   個室・・・２０室（うち認知症専門棟１０室） 

         二人部屋・・・６室   四人部屋・・・１７室 
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4．職員体制及び勤務体制 

（１）職員体制 

職 種 員 数 職務内容 

管理者（医師） １名      施設の運営管理を総括するとともに、医師とし

て利用者の健康管理と保健衛生の指導及び医

療の処置を行います。 

看護職員 １０名以上    看護、保健衛生及び介護を行います。 

介護職員 ２４名以上    日常生活全般にわたる介護を行います。 

支援相談員 １名以上    生活相談・指導を行います。 

理学・作業療法士・ 

言語聴覚士 

１名以上    機能訓練指導を行います。 

管理栄養士 １名      栄養管理指導、献立作成、栄養計算、食品管理

及び調理指導を行います。 

介護支援専門員 １名以上    短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介

護）計画の作成を行います。 

薬剤師 １名（非常勤） 調剤業務、服薬指導を行います。 

事務職員  若干名    施設の庶務・経理の事務処理を行います。 

 

（２）勤務体制 

職  種 勤務体制 員数 

管理者（医師） ８：３０～１７：３０ １名 

支援相談員 ８：３０～１７：３０ １名 

看護・介護職員 ・早出勤務 

・日勤勤務 

・遅出勤務 

・遅出勤務② 

・深夜勤勤務 

・夜勤勤務 

７：００～１６：３０ 

８：３０～１７：３０ 

１１：００～２０：００ 

１４：００～２３：００ 

２３：００～ ９：３０ 

１６：３０～１０：００ 

５名 

５名 

４名 

３名 

２名 

３名 

介護支援専門員 ８：３０～１７：３０ １名 

理学・作業療法士等 ８：３０～１７：３０ １名 

管理栄養士 ８：３０～１７：３０ １名 

事務員 ８：３０～１７：３０ １名 

                                                                                                      

5．短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画の作成 

(1) 計画担当介護支援専門員（以下「施設ケアマネ」という。）が、短期入所療養介護（介護予防 

短期入所療養介護）計画作成に関する業務を担当します。 

(2) 施設ケアマネは短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画の作成に当たっては、担 

当の居宅介護事業者、地域包括支援センター等による情報提供書をもとに計画を作成します。 

(3) 施設ケアマネは利用者の希望と聞き取りをもとに援助の方針、生活全般で解決すべき課題、施 

設内で行われる各種サービスの目標を盛り込んだ計画を作成します。 

(4) 施設ケアマネは、計画原案について各職種による専門的立場からの意見を求め、計画を完成さ 

せます。 

(5) 施設ケアマネは短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画の内容を利用者・ご家族 
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に分かりやすく説明し、文書により利用者（困難な場合はご家族）の同意を得、交付いたします。 

(6) 施設ケアマネは利用者・ご家族・担当者との情報交換を行いながら、短期入所療養介護（介護 

予防短期入所療養介護）計画の実施状況を見て、必要があれば計画の変更を行います。又定期 

的に利用者に面接し、その結果を記録に残します。 

(7) 介護認定が更新・区分変更された場合、施設ケアマネは計画変更の必要性について各担当者に 

よる専門的立場からの意見を聞きます。又定期的な計画の見直しや変更についても上記同様に 

利用者・ご家族に分かりやすく説明し同意を得、交付いたします。 

 

6，施設サービスの具体的内容 

食事 （食事時間） 

朝食  ８：００～ 

昼食 １２：００～ 

夕食 １８：００～ 

管理栄養士が立てる献立表により、栄養と入所者の身体状況に配慮した

食事を提供いたします。 

医療・看護 医師による定期的な診察を行います。それ以外でも必要がある場合はい

つでも診察いたします。 

但し、春風ショートステイでは行うことができない処置（透析等）や手

術、その他病状が著しく変化した場合の医療については他の医療機関で

の治療となります。 

機能訓練 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等により利用者の状況に適した機

能訓練を行い、身体機能の低下を防止するよう努めます。 

入浴 週２回の入浴又は清拭を行います。 

寝たきり等で座位がとれない方は機械を用いての入浴も可能です。 

排泄 利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立につ

いても適切な援助を行います。 

離床・着替え・整容等 寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 

生活のリズムを考慮し、毎朝夕の着替え及び適切な整容が行うことがで

きるよう援助します。 

レクリエーション ◎ 日常のレクリエーション（回想法・体操） 

◎ クラブ活動（書道・手芸・園芸・調理・クラフト） 

◎ 行事（節句祭り・夏祭り・敬老会・運動会・クリスマス会） 

相談および援助 入所者・ご家族からのご相談には支援相談員が対応いたします。 

 

7．利用料金  

  別紙 2の利用料金の通りです。 

 

8．利用料金のお支払方法 

（１）お支払いについては原則として、退所時に春風ショートステイ受付窓口での現金精算をお願 

いいたします。 

    但しやむを得ない事情がある場合は、振込み又は振替での支払いもご相談に応じます。 

（２）ご利用料等のお支払いが２ヶ月以上にわたって遅延した場合は、今後の施設サービスの提供 

を中止させて頂きます。 
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9．非常災害対策  

春風ショートステイは災害防止と利用者の安全を図るため、防火管理者及び消防計画を定め 

常に利用者の安全確保に努めるとともに、非常災害に備えるため、所轄消防機関と連絡を密 

にして、定期的に避難・救出その他必要な訓練を行います。 

非常時の対応 別途定める「介護老人保健施設春風 消防計画書」により対応いたします。 

避難訓練 別途定める「介護老人保健施設春風 消防計画書」により年間２回夜間及び昼

間を想定した避難訓練を行い、可能な限りご利用者にも参加して頂きます。 

消防計画書等 福岡市西消防署への届出日  平成２１年２月２５日 

防火管理者  鎌田 健太郎 

 

１０．事故発生時の対応 

（１）施設は利用者に対する介護保険サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用 

者のご家族に連絡を行います。又、県、市町村、保健所等関係機関に必要に応じて連絡を行 

います。 

（２）施設は前項の事故の状況及び事故に際してとった処置を記録いたします。 

（３）施設は損害賠償責任保険に加入し、利用者に対する介護保険施設サービスの提供により賠償 

すべき事故が発生した場合は、損害賠償の手続きを速やかに行います。 

（４）施設は事故が発生した際にはその原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じます。 

 

1１，苦情相談の体制 

（１）利用者及びご家族からの苦情に関する窓口（連絡先）担当者の設置 

苦情に対する窓口に担当者を置き、迅速かつ適切に対応します。又所定の場所に「ご意見 

箱」を設置する等、普段から苦情が言いやすい環境作りを心がけます。 

 ＜担当者＞ 

  介護老人保健施設 春風 支援相談員  川端 賢治 

               ＴＥＬ  ０９２－８０７－７０００ 

               ＦＡＸ   ０９２－８０７－８６６６ 

 

（２）苦情相談の対応 

① 苦情があった場合は、担当者が直ちに相手側に連絡をとり、直接伺う等により詳しい事情をお 

聞きします。 

① 担当者は、苦情内容・事実確認状況・対応方法を管理者に報告するとともに、その指示を受 

け速やかに対応します。 

② 管理者が必要であると判断した場合は、検討会議を行います。 

③ 早急に相手側に対し、具体的な対応を行います。 

④ 苦情の内容によっては、行政機関等に報告を行います。 

⑤ 苦情内容・結果等を職員全員に対し書面により周知を図り、再発防止に努めます。 

⑦ 苦情の記録はパソコンのデータベース等に保管します。 
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（３）苦情相談の行政窓口 

苦情相談がある場合は、当施設以外に下記の行政窓口に相談することができます。 

・福岡県国民健康保険団体連合会介護サービス苦情相談窓口 

                        TEL：（０９２）－６４２－７８５9 

・東区  保健福祉センター福祉・介護保険課 TEL：（０９２）－６４５－１０６９ 

・博多区 保健福祉センター福祉・介護保険課 TEL：（０９２）－４１９－１０８１ 

・中央区 保健福祉センター福祉・介護保険課 TEL：（０９２）－７１８－１１０２ 

・南区  保健福祉センター福祉・介護保険課 TEL：（０９２）－５５９－５１２５ 

・城南区 保健福祉センター福祉・介護保険課 TEL：（０９２）－８３３－４１０５ 

・早良区 保健福祉センター福祉・介護保険課 TEL：（０９２）－８３３－４３５５ 

・西区  保健福祉センター福祉・介護保険課 TEL：（０９２）－８９５－７０６６ 

  ・糸島市 介護保険課            TEL：（０９２）－３２３－１１１１ 

 

12．損害賠償の内容 

損害賠償については、損害保険に加入し、誠意をもった対応をいたします。 

 

1３，虐待防止に関する事項 

   施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとす 

る。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果につい 

て、職員に周知徹底を図る。 

② 虐待の防止のための指針を整備する。 

③ 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 

④ 前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

2 施設は、サービス提供中に、当該施設職員又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護す 

る者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に 

通報するものとする。 

   

14，高齢者虐待に関する行政の相談窓口 

     

虐待通報機関 

（連絡先電話番号） 

 

 

機 関 名： 福岡市 虐待通報窓口 (事業者指導課) 

（住所）〒８１０－８６２０  

    福岡市中央区天神一丁目８番１号 

（電話）０９２－７１１－４３１９   
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15，協力医療機関等 

（医療機関） 

 ・白十字病院 

   福岡市西区石丸３－２－１    ０９２－８９１－２５１１ 

 ・福岡リハビリテーション病院 

   福岡市西区野方７－７７０    ０９２－８１２－１５５５ 

・油山病院 

   福岡市早良区野芥５－６－３７   ０９２－８７１－２２６１ 

 ・村上華林堂病院 

   福岡市西区戸切２－１４－１５  ０９２－８１１－３３３１ 

 ・今津赤十字病院 

   福岡市西区今津３７７      ０９２－８０６－２１１１ 

（歯科） 

 ・川野歯科医院 

   福岡市西区飯氏９２７－３    ０９２－８０７－８８８８ 

 ・伊都スマイル歯科医院 

   福岡市西区徳永１１３－１    ０９２－８０５―８８４６ 

 

1６，施設利用にあたっての留意事項 

面会時間 ８：３０～２０：００ 

面会時には各階入り口の面会簿に必要事項を記入してください。又、カ

ゼ症状やその他体調不良の方の面会はご遠慮ください。 

外出・外泊 在宅復帰に向けて積極的に行っていただきます。 

飲酒・喫煙 飲酒は原則として禁止となっております。 

喫煙については所定の場所でお願いします。 

貴重品および金銭 貴重品及び金銭の盗難・紛失等については当施設では責任を負いかねま

す。原則としてご家族の方に管理をお願いします。 

宗教・政治活動 春風ショートステイ内での他の利用者に対する宗教活動及び政治活動

はご遠慮ください。 

防犯カメラの設置 

 

防犯及び離園行為対策等の為、玄関・廊下内にカメラを設置しておりま

す。 
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入所利用同意書 

 

 介護老人保健施設春風ショートステイを利用するにあたり、春風ショートステイ利用契約書及 

び別紙１（重要事項説明書）、別紙２、別紙３、別紙４を受領し、これらの内容に関して、担当 

者による説明を受け、これらを十分に理解しました。 

上記の契約を証するため本書２通を作成し、利用者又は身元引受人と施設が署名したものをそれ 

ぞれ各一通保有するものとします。 

 

 

令和    年    月    日 

 

 

施設（春風）   福岡市西区大字飯氏字都ケ浦２４３－１ 

           医療法人海洋会 介護老人保健施設 春風 

 

           

施設長    長 濱 俊 一           印 

 

 説明者                          

 

 

 

利 用 者   住 所                               

         

  氏 名               代 筆 者 ( 続 柄     ) 

 

            電 話                                

 

 

身元引受人    住 所                               

        

氏 名                    （続 柄      ） 

        

             電 話                    

 

 

連帯保証人    住 所                               

        

氏 名                    （続 柄      ） 

        

            電 話                    

  

 


